


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



          て算定した時価 

  レベル 3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 

  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット 

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し 

ております。 

 

  ①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

   該当事項はありません。 

  ②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

  （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

借入金 - - 48,697 48,697 

負債計 - - 48,697 48,697 

 

(3)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

  ①借入金 

   借入金については、元利金の合計額を、市場金利に信用リスクに基づく一定の調整を加 

えた割引率で割り引いて時価を算出しており、レベル 3の時価に分類しております。 

 

(注)借入金の決算日後の返済予定額 

  （単位：百万円） 

 
1年以内 

1年超 

2年以内 

2年超 

3年以内 

3年超 

4年以内 

4年超 

5年以内 
5年超 

借入金 2,750 3,850 18,800 12,200 11,000 - 

合計 2,750 3,850 18,800 12,200 11,000 - 

 

12. 有形固定資産の減価償却累計額は 366百万円であります。 

 

13. 関係会社に対する金銭債権の総額は 3,038百万円、金銭債務の総額は 58百万円であります。 

 

14. (1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳は以下のとおりであります。 

繰延税金資産 

危険準備金                   2,142百万円 

支払備金                                       1,180百万円 

税務上の繰越欠損金                   1,175百万円 

通算対象欠損金額 （法人住民税）                   620百万円 



有価証券評価損                   86百万円 

未払事業税                                         51百万円 

貸倒引当金                     50百万円 

資産除去債務                                47百万円 

賞与引当金                                         29百万円 

その他                                    8百万円 

繰延税金資産小計                               5,393百万円 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額     △1,796百万円 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額   △  467百万円 

繰延税金資産合計                           3,129百万円 

繰延税金負債 

資産除去債務対応資産                            40百万円 

繰延税金負債合計                              40百万円 

繰延税金資産の純額                            3,088百万円 

 

（2）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額は次の通りであります。 

（単位：百万円） 

 
1年以内 

1年超 

5年以内 
5年超 合計 

税務上の繰越欠損金（※1） - - 1,175 1,175 

評価性引当額 - - △1,175 △1,175 

繰延税金資産 - - - - 

（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

     

（3）当年度における法定実効税率は 28.0％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間の差異の主要な内訳は、評価性引当額の増減△2.4％であります。 

 

（4）当社は、朝日生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており、「グルー

プ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42号 2021年

8月 12日）に従って法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処

理並びに開示を行っております。 

 

15. 保険業法施行規則第 73 条第 3 項において準用する同規則第 71 条第 1 項に規定する再保険を付した

部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は 12 百万円であり、同規則第 71

条第 1 項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）

の金額は 52百万円であります。 

 

16. １株当たりの純資産額は、337,497円 57銭であります。 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 


